
内
閣
衆
質
一
六
二
第
七
九
号

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
の
医
療
給
付
制
度
の
改
定
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

七

九

号

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

細

田

博

之



衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
の
医
療
給
付
制
度
の
改
定
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
取
扱
い
を
定
め
た
「
被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
の
適
正
な
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
十

七
年
四
月
十
三
日
付
け
健
発
第
〇
四
一
三
〇
〇
六
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
に
よ
る
新
た
な
「
被
爆
体
験
者
精
神
影

響
等
調
査
研
究
事
業
実
施
要
綱
」
（
以
下
「
新
実
施
要
綱
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
の
私
的
検
討
会
で
あ

る
「
被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
が
平
成
十
六
年
十
二
月
に
取
り
ま
と
め
た

「
被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
踏

ま
え
、
「
被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
」
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
の
対
象
者
に
つ
い
て
の
居
住
区
域

の
取
扱
い
を
改
め
る
と
と
も
に
、
被
爆
体
験
に
よ
る
精
神
的
要
因
に
基
づ
く
健
康
影
響
に
関
連
す
る
特
定
の
精
神
疾
患
を
有

す
る
者
に
対
し
、
当
該
精
神
疾
患
（
こ
れ
に
合
併
す
る
身
体
化
症
状
又
は
心
身
症
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
身
体
化
症
状
又
は

心
身
症
を
含
む
。
以
下
「
特
定
の
精
神
疾
患
」
と
い
う
。
）
の
治
療
等
に
係
る
医
療
費
の
支
給
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
そ

の
症
状
の
改
善
、
寛
解
及
び
治
癒
を
図
る
と
い
う
本
事
業
の
本
来
の
目
的
に
沿
っ
て
、
よ
り
効
果
的
な
内
容
や
仕
組
み
と
し

一



て
い
く
た
め
に
、
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
新
実
施
要
綱
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
長
崎
県
及
び
長
崎
市
が
、
住
民
、
医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
説
明
会
を
開

催
し
、
国
も
当
該
説
明
会
に
職
員
を
派
遣
し
て
説
明
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

「
被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
付
け
健
発
第
〇
四
〇
一
〇
〇

七
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
に
よ
る
「
被
爆
体
験
者
精
神
影
響
等
調
査
研
究
事
業
実
施
要
綱
」
（
以
下
「
旧
実
施
要

綱
」
と
い
う
。
）
の
目
的
に
お
い
て
は
、
「
「
被
爆
体
験
」
に
よ
る
精
神
的
要
因
に
基
づ
く
健
康
影
響
が
認
め
ら
れ
る
者
に

対
し
、
関
連
す
る
疾
患
・
症
状
に
つ
い
て
医
療
費
の
支
給
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
健
康
の
保
持
と
向
上
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
本
事
業
は
、
被
爆
体
験
に
よ
る
精
神
的
要
因
に
基
づ
く
健
康
影
響
に
関
連
す

る
特
定
の
精
神
疾
患
を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
特
定
の
精
神
疾
患
の
治
療
等
に
係
る
医
療
費
の
支
給
を
行
う
こ
と
等
に
よ

り
、
そ
の
症
状
の
改
善
、
寛
解
及
び
治
癒
を
図
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
報
告
書
に
お
い
て
、
本
事
業

に
つ
い
て
は
本
来
の
目
的
に
立
ち
帰
っ
て
効
果
的
な
内
容
や
仕
組
み
と
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
旨
の
指
摘
が
行
わ
れ

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
実
施
要
綱
に
お
い
て
は
、
本
事
業
の
本
来
の
目
的
を
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

二



「
発
足
当
時
の
同
事
業
の
医
療
給
付
制
度
を
後
退
さ
せ
る
」
も
の
で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

報
告
書
に
お
い
て
、
旧
実
施
要
綱
に
基
づ
く
事
業
は
、
「
対
象
者
を
精
神
科
の
視
点
で
フ
ォ
ロ
ー
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て

い
な
い
」
と
の
指
摘
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
実
施
要
綱
に
お
い
て
は
、
精
神
科
医
師
が
継
続
的
に
関
与
す
る
こ
と

を
通
じ
て
本
事
業
の
本
来
の
目
的
の
達
成
を
図
る
た
め
、
被
爆
体
験
者
精
神
医
療
受
給
者
証
（
以
下
「
受
給
者
証
」
と
い

う
。
）
の
更
新
の
申
請
の
際
に
、
必
ず
精
神
科
医
師
に
よ
る
特
定
の
精
神
疾
患
に
関
す
る
更
新
診
断
を
実
施
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
旧
実
施
要
綱
ど
お
り
三
年
に
一
回
に
戻
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
事
業
の
対
象
者
に
つ
い
て
の
居
住
区
域
の
取
扱

い
を
改
め
る
と
と
も
に
、
本
事
業
を
本
来
の
目
的
に
沿
っ
て
、
よ
り
効
果
的
な
内
容
や
仕
組
み
と
し
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
、

必
要
な
予
算
と
し
て
約
九
億
円
を
計
上
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

医
療
費
の
助
成
を
適
正
に
行
う
た
め
、
受
給
者
証
に
、
当
該
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る

三



こ
と
が
で
き
る
特
定
の
精
神
疾
患
の
名
称
を
記
載
し
、
当
該
特
定
の
精
神
疾
患
に
つ
い
て
医
療
費
の
助
成
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
当
該
受
給
者
証
を
医
療
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
受
給
者
証
は
、
本
人
の
申

請
に
基
づ
き
本
人
に
よ
る
使
用
の
た
め
に
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
あ
た
る
も
の
」

と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

新
実
施
要
綱
を
制
定
し
た
理
由
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
報
告
書
に
お
い
て
も
、
「
対
象
者
の
拡
大

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
本
事
業
が
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
で
あ
る
。
（
中
略
）
具

体
的
な
改
善
措
置
を
講
じ
な
い
ま
ま
対
象
者
の
拡
大
の
み
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
強
く
指
摘
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
旧
実
施
要
綱
に
基
づ
い
て
医
療
費
の
支
給
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

本
事
業
は
、
被
爆
体
験
に
起
因
す
る
各
種
の
不
安
等
に
着
目
し
て
、
特
定
の
精
神
疾
患
を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
特
定

の
精
神
疾
患
の
治
療
等
に
係
る
医
療
費
の
支
給
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
症
状
の
改
善
、
寛
解
及
び
治
癒
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
定
の
精
神
疾
患
に
該
当
し
な
い
が
ん
は
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

四



八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
長
崎
原
爆
残
留
放
射
能
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
調
査
報
告
書
」
（
平
成
三
年
六
月
）
に
つ
い
て
は
、
同
調
査
報
告
書

に
つ
い
て
科
学
的
な
評
価
を
行
っ
た
「
「
長
崎
原
爆
残
留
放
射
能
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
調
査
報
告
書
」
検
討
報
告
書
」
（
平
成
六

年
十
二
月
）
に
お
い
て
、
「
指
定
拡
大
要
望
地
域
に
お
い
て
は
長
崎
原
爆
の
放
射
性
降
下
物
の
残
留
放
射
能
に
よ
る
健
康
影

響
は
な
い
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
原
子
爆
弾
被
爆
未
指
定
地
域
証
言
調
査
報
告

書
」
（
平
成
十
二
年
三
月
）
に
つ
い
て
は
、
同
調
査
報
告
書
に
つ
い
て
科
学
的
な
観
点
か
ら
の
精
査
及
び
研
究
を
行
っ
た

「
原
子
爆
弾
被
爆
未
指
定
地
域
証
言
調
査
報
告
書
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」
（
平
成
十
三
年
八
月
）
に
お
い
て
、
当
該
地

域
住
民
に
見
ら
れ
た
健
康
水
準
の
低
下
に
つ
い
て
、
「
原
子
爆
弾
の
放
射
能
に
よ
る
直
接
的
な
影
響
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら

被
爆
体
験
に
起
因
す
る
不
安
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
調
査
報
告
書
に

つ
い
て
、
再
度
、
精
査
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
「
被
爆
体
験
者
」
に
対
し
て
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る

援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
を
全
面
的
に
適
用
す
る
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。

九
に
つ
い
て

五



法
の
前
文
に
お
い
て
は
、
「
被
爆
後
五
十
年
の
と
き
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
我
ら
は
、
核
兵
器
の
究
極
的
廃
絶
に
向
け
て

の
決
意
を
新
た
に
し
、
原
子
爆
弾
の
惨
禍
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
す
る
と
と
も
に
、
国

の
責
任
に
お
い
て
、
原
子
爆
弾
の
投
下
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
放
射
能
に
起
因
す
る
健
康
被
害
が
他
の
戦
争
被
害
と
は
異
な

る
特
殊
の
被
害
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
高
齢
化
の
進
行
し
て
い
る
被
爆
者
に
対
す
る
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
に
わ
た
る

総
合
的
な
援
護
対
策
を
講
じ
、
あ
わ
せ
て
、
国
と
し
て
原
子
爆
弾
に
よ
る
死
没
者
の
尊
い
犠
牲
を
銘
記
す
る
た
め
、
こ
の
法

律
を
制
定
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
法
の
制
定
の
際
、
国
会
に
お
い
て
、
法
の
制
定
の
趣
旨
に
関
し
、
「
国
家
補

償
」
の
文
言
の
取
扱
い
も
含
め
十
分
な
審
議
が
行
わ
れ
た
上
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
国

家
補
償
を
明
記
し
た
被
爆
者
援
護
法
を
制
定
」
す
べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

六


